
第 94号議案

長岡京市手数料条例及び長岡京市戸籍に関する手数料

条例の一部改正について

長岡京市手数料条例 (平成 12年長岡京市条例第 3号 )及び長岡京市戸籍に関

する手数料条例 (平成 12年長岡京市条例第 4号 )の 一部を別紙のとお り改正す

るものとする。

令 和 5年 12月 5日 提 出

長 岡京市長 中小路 健  吾

(提案理由)

市民の利便性向上及び行政事務の効率化を図ることを目的として、実施 し

ている多機能端末機で発行する各種証明書等の発行手数料の減額期間を延長

するため、条例の一部を改正する必要があるので提案する。



長岡京市手数料条例及び長岡京市戸籍に関する手数料条例の一部を改正する条例

(長岡京市手数料条例の一部改正)

第 1条 長岡京市手数料条例 (平成 12年長岡京市条例第 3号)の一部を次のように改正

する。

(長岡京市戸籍に関する手数料条例の一部改正)

第 2条 長岡京市戸籍に関する手数料条例 (平成 12年長岡京市条例第 4号)の一部を次

のように改正する。

改正後 改正前

附 則

1～ 3 1略 】

(多機能端末機による各証明書等の交付

に係る手数料の金額の特例 )

4 行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律 (平

成 25年法律第 27号 )第 2条第 7項に

規定する個人番号カー ドに電子署名等に

係 る地方公共団体情報システム機構の認

証業務に関する法律 (平成 14年法律第

153号 )第 22条第 7項の規定による

利用者証明用電子証明書の記録がある当

該個人番号カー ドを利用 して、多機能端

末機 (本 市の電子計算機 と電子通信回線

で接続 された端末機で、証明書等を発行

する機能を有するものをい う。)に より

交付 される次の各号に掲げる種類の証明

書等の交付に係 る手数料の金額は、第 2

条各号の規定にかかわらず、当2の間は、

それぞれ当該各号に定める額 とする。

(1)～ (5) 【略】

附 則

1～ 3 【略】

(多機能端末機による各証明書等の交付

に係る手数料の金額の特例)

4 行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律 (平

成 25年法律第 27号 )第 2条第 7項 に

規定する個人番号カー ドに電子署名等に

係る地方公共団体情報システム機構の認

証業務に関する法律 (平成 14年法律第

153号 )第 22条第 7項の規定による

利用者証明用電子証明書の記録がある当

該個人番号カー ドを利用 して、多機能端

末機 (本市の電子計算機 と電子通信回線

で接続 された端末機で、証明書等を発行

する機能を有するものをい う。)に より

交付 される次の各号に掲げる種類の証明

書等の交付に係 る手数料の金額は、第 2

条各号の規定にかかわらず、令和 4年 12
31 までの1 か 6 3

は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1)～ (5)【 略】

改正後 改正前

附 則

1・ 2 【略】

(第 2条第 1号 に規定する証明書の交付

に係 る手数料の金額の特例 )

3 行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律 (平

附 則

1・ 2 【略】

(第 2条第 1号に規定する証明書の交付

に係る手数料の金額の特例 )

3 行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律 (平



改正後 改正前

成 25年法律第 27号)第 2条第 7項に

規定する個人番号カー ドに電子署名等に

係る地方公共団体情報システム機構の認

証業務に関する法律 (平成 14年法律第

153号 )第 22条第 7項の規定による

利用者証明用電子証明書の記録がある当

該個人番号カー ドを利用 して、多機能端

末機 (本市の電子計算機 と電子通信回線

で接続 された端末機で、証明書等を発行

する機能を有するものをいう。)に より

交付 される第 2条第 1号に規定する証明

書の交付に係る手数料の金額は、同号の

規定にかかわらず、当盆の間は、 1通 に

つき350円 とする。

成 25年法律第 27号 )第 2条第 7項に

規定する個人番号カー ドに電子署名等に

係る地方公共団体情報システム機構の認

証業務に関する法律 (平成 14年法律第

153号 )第 22条第 7項の規定による

利用者証明用電子証明書の記録がある当

該個人番号カー ドを利用 して、多機能端

末機 (本市の電子計算機 と電子通信回線

で接続 された端末機で、証明書等を発行

する機能を有するものをい う。)に より

交付 される第 2条第 1号に規定する証明

書の交付に係る手数料の金額は、同号の

規定にかかわらず、令和 4年 12月 1日

左L笠 旦_⊆生」」■■上巳宣」茎」■は、 1

通 につ き 350円 とす る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


